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測定・計測用器材 
 
１.  加速度脈波測定システム アルテット LDN 

    ・脈波で血管年齢と血管老化度を測定します。 
・生活習慣改善の動機づけに役立ちます。 

   
測定時間：およそ 18秒 
（詳細測定はおよそ 60秒） 

   対象年齢：18歳以上 
 
 ※結果は A４用紙にプリントされます。 

   A４用紙のご準備をお願いします。 
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２. 骨健康度測定器「骨ウェーブ」

・手首で骨の健康度を測ることができます。（５段階 A～E）
・タッチパネルで簡単に操作できます。
・持ち運びも容易なコンパクト設計です。

測定時間：およそ 40秒 
 対象年齢：20歳以上 

※結果は感熱紙に印字されます。
※詳細な結果は表示されません。
詳細な結果が必要な場合は、「超音波骨量測定装置 ビーナス EVO」をご活用ください。
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３.  肌年齢測定器 

    ・肌の推定年齢、肌の健康度（５段階 A~E）を測定します。 
・基礎代謝量、１日に必要なカロリー、肌タイプなど多彩な結果を表示します。 
 
測定時間：質問入力を含めておよそ 90秒（測定時間は 40秒） 

 対象年齢：18～90歳 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
※結果は感熱紙に印字されます。 
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４.  超音波骨量測定装置 ビーナスＥＶＯ 

・足首で「骨梁面積率」や「骨年齢」を算定します。 
・詳細な結果を表示することができます。 
・医療機器で幅広い年齢層での測定が可能です。 
 
測定時間：およそ 20秒 
対象年齢：３歳～90歳 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
※結果は感熱紙に印字されます。 
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５.  デジタル自動血圧計 

    ・上腕で測るタイプです。 
・プリンタ付きのため、その場で結果を 
 印刷できます。 

 
 
 

 
 

６.  体内脂肪計 

・体の電気抵抗（インピーダンス）を 
測ることで体脂肪を算出します。 

・電極に足を合わせて乗るだけで、体重や 
脂肪率などを正確に、簡単に測定できます。 

 
  ※結果は感熱紙に印字されます。 
 

  
 
７.  脚筋力計 

・脚筋力の健康度チェックが可能です。 
・転倒予防、介護予防教室等におすすめ 
です。 
 

   ※ワンボックスカーなどの大きな車で 
ないと運搬できません。 

     ※結果の印字はできません。 
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８.  体組成計 

    ・８電極ＢＩＡによる脂肪量や推定筋力量 
などを測定できます。 
 

 
 
 

※ワンボックスカーなどの大きな車で 
ないと運搬できません。 

  ※結果は感熱紙に印字されます。 
 
 
 
 
９.  足指力計測器 チェッカーくん 

・転倒・骨折予防、寝たきり予防の推進に 
ご活用ください。 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

※結果の印字はできません。 
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健康教育用器材 

１. ヘルスパネル

・健康イベント・教室の展示などにご活用ください。

全５シリーズ。大きさ：60cm×85cm

２. タペストリー

・「メタボリックシンドロームとは？」を 

テーマに診断基準や予防方法などを紹介。

全８枚。大きさ：60cm×80cm

３. 脂肪模型

・実物大でリアルな脂肪模型です。
・生活習慣病予防の指導などに
ご活用ください。
規格：１kg、２kg、３kg
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● エイズとは何か（７点）
● 喫煙と病気シリーズ（４点）
● 糖尿病予防シリーズ（６点）
● 骨粗鬆症予防シリーズ（５点）
● 高脂血症・動脈硬化予防シリーズ（15点）
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宣伝・イベント用具 
 
１. はっぴ、のぼり 

 ・健康イベントなどで国保コーナーの宣伝 

をする時などにご利用ください。 

● のぼり：45cm×180cm 

ポールは２~３m 土台あり（水を入れるタイプ） 

● はっぴ：10着まで貸し出し可能（帯は５本まで） 

 
２. 着ぐるみ 

全 10体。イベントなどでご活用ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● ウサギ 
● トラ 

● くま 
● パンダ 
● カッパ 

● ウマ 
● ねずみ 

● ゾウ 
● カンガルー 
● サル 
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貸出し方法 

１. 予約

各市町の国保主管課にある「国保保険者ネットワーク」から申し込みます。 

① 「国保保険者ネットワーク」のメニュー画面から「器材等予約」を選択。

② 借りる器材を選択し「予約期間」「使用者」等を入力。仮予約ができます。
③ 本会の貸出し承認後、予約確定。
※予約を取り消す場合は、本会に一度ご連絡ください。

２. 受け取り

器材予約日に国保会館で直接受け取りをお願いします。 
※１階受付にて、器材受け取りの旨をお伝えください。

◎ 国保会館：山口市朝田 1980-7 （月～金、8：30～17：15）

３. 返却

 返却予定日に直接国保会館にご返却ください。 

4 

9



要綱 

山口県国民健康保険団体連合会健康教育用器材等貸出要綱 

（目  的） 
第１条 この要綱は、山口県国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）が所有する健康教
育用器材等（以下「器材等」という。）を保険者及び関係機関等が行う職員及び被保険者の教育等
に用いるために、貸し出す場合の必要な事項を定めることを目的とする。 

（貸出器材等） 
第２条 貸出しをする器材等は、次のとおりとする。 
１ 測定・計測用器材 
２ 健康教育用器材 
３ 宣伝・イベント用具 

（借受けの申込み） 
第３条 器材等を借り受けようとするものは、国保保険者ネットワークシステム「国保健康教育用
器材等予約管理システム 」により申し込まなければならない。 

（貸出方法） 
第４条 連合会は、器材等の借受けの申込みがあった場合、その貸出しが適当と認められるものに
ついては、これを貸し出す。 

（目的外使用の禁止） 
第５条 借受人は、借り受けた器材等を次に掲げる事項以外に使用してはならない。 
１ 国保保険者の職員教育 
２ 被保険者等の教育 
３ 国保診療施設が実施する健康増進事業 
４ その他、連合会事務局長が適当と認めたもの 

（使用上の注意） 
第６条 器材等は説明書に従い、適切に取り扱うものとする。特に、測定・計測用器材の使用及びそ
の測定結果については、医師等の指導を含め、借受人の責任において取り扱うこととする。 

（転貸の禁止） 
第７条 借受人は、借り受けた器材等を他のものに転貸してはならない。 
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（貸出期間） 
第８条 貸出期間は、原則として７日以内とする。ただし、特別な事情がある場合は、貸出期間を延
長することができる。 

（費用負担） 
第９条 借受人は、借り受けた器材等の輸送に要する費用の全部を負担しなければならない。 

（賠償責任） 
第１０条 借受人は、借り受けた器材等を紛失または損傷した場合は、天災等やむを得ないと認め
られる場合を除き、賠償の責に任じなければならない。 

（その他） 
第１１条 この要綱に定めるもののほか、器材等の貸出しに関する必要な事項は別に定める。 

附 則 
この要綱は、昭和６３年７月２０日から施行する。 
この要綱は、平成元年５月２５日から施行する。 
この要綱は、平成４年２月１日から施行する。 
この要綱は、平成５年７月１５日から施行する。 
この要綱は、平成８年６月１日から施行する。 
この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 
この要綱は、平成１５年９月１日から施行する。 
この要綱は、平成１６年７月１日から施行する。 
この要綱は、平成１７年７月２６日から施行する。 
この要綱は、平成１７年８月８日から施行する。 
この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。 
この要綱は、平成３０年７月１日から施行する。 
この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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健康教育用器材貸出しガイド

山口県国民健康保険団体連合会 

住所 ： 山口市朝田 1980-7 
TEL :  083-925-2033 
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